（様式第１号）
境　界　確　認　申　請　書

令和　 　年 　　月 　　日

（宛先）
埼玉県川越県土整備事務所長

住　所

申請者
氏　名
印


電　話


住　所

代理人
氏　名
印


電　話

私は、下記土地と下記国有地・県有地との境界を確認したいので、必要図書を添えて申請します。

記

１　土地の所在

市
町大字
字
郡
村
丁目
番地
２　申請理由
３　確認する国有地・県有地

国道　　　　　号、県道　　　　　線

一般河川　　　　　川、廃川廃道敷、未利用道路、河川用地である県有地等
（　　　　　　　　　　）
４　添付図書

　位置図、案内図、地図（公図）、土地所有者一覧表、全部事項証明書（土地）、
申請者（代理人を選任している場合は当該代理人を含む。）の身分証明書等（※）、
その他（　　　　　　　）
（※）運転免許証、個人番号カード、パスポート、その他所長が認めるもの等の写し又は印鑑証明書・印鑑登録証明書（取得日が申請日から３か月以内のもの）
（様式第１号の裏）
境界確認申請に当たっての注意事項
１　境界確認を申請する方は、次の要件を具備しなければなりません。
(1)申請地の所有権を有する者

(2)所有権者から委任を受けている者

(3)共有地について、共有者から委任を受けている者

(4)遺産分割がなされていない申請地について、一部の相続人から委任を受けている相続人

２ 申請の委任は、測量士、土地家屋調査士等又は行為能力を有する者とする。
３　申請書は署名等の上、次の図書（電気通信回線による登記情報の提供に関する法律により提
供を受けた照会番号付き登記情報を含む）を添付してください（各1部）。
　(1) 位置図
　　  　縮尺 １／１０，０００～１／５０，０００の地図
　(2) 案内図
　　　　申請地周辺の状況が把握できるもので申請地を赤で示したもの
　(3) 地図（公図）
　　　　不動産登記法第１４条に規定する地図又は地図に準ずる図面で、取得日が申請日から３か月
以内のもの
  (4) 土地所有者一覧表
　　　　申請地の隣接地等の所有権者の住所・氏名を記載した一覧表
  (5) 全部事項証明書（土地）
　　　　申請地の全部事項証明書（土地）で、取得日が申請日から３か月以内のもの
　(6) 身分証明書等
　　　　申請者（代理人を選任している場合は当該代理人を含む。）の身分証明書等（運転免許証、個人番号カード、パスポート、その他所長が認めるもの等の写し又は印鑑証明書・印鑑登録証明書（ 取得日が申請日から３か月以内のもの）
　(7) 委任状
　　　　委任者が署名等したもの（境界確認に関する一切の権限を委任する旨の委任状）
　(8) 戸籍謄本等
    　　申請者（代理人を選任している場合は委任者）が全部事項証明書（土地）の所有権者と一致
しない時は、相続登記未了による場合には戸籍謄本等、その他所有権移転登記未了による場
合には土地売買契約書の写し等、申請地の所有権者を明らかにする書類を添付してください。
  (9) その他参考資料
　　　　境界確認する上で参考となる申請地の実測図、古図及び地引図等の資料があれば添付してく
ださい。
· (3)地図（公図）、(5)全部事項証明書（土地）、(8)戸籍謄本等の原本還付を希望する場合は、原本とその写しを各１部提出してください。原本と相違ないことを確認した上で、写しを受領し、原本を返却します。
４　境界確認する財産に公物管理者が他にある場合、申請人は所長に境界確認を申請することを事前　にその公物管理者に知らせてください。
５　同時に立会いが必要と認められる申請地に隣接する土地所有者、利害 関係人、他の公物管理者及　びその他参考人等に対する立会い依頼については、申請人が行ってください。
６　境界確認が成立した場合は、境界確認書の取り交わしを行いますので、申請人は、速やかに確認　が成立した境界の基本点・曲がり点を明示した図面（申請地の実測図等に明示したものが望ましい。）　を添付した境界確認書２通と境界承諾書１通を提出してください。
　　なお、境界確認書は署名等の上、添付図面と割印してください。
７　境界杭は、原則として境界確認書の取り交わしを行ったあと、速やかに県土整備事務所と立会い　の上設置するものとします。
８　境界確認の結果、地図訂正等の登記を行う必要がある場合には、その手続きを行ってください。
９　問い合わせ先
川越県土整備事務所　管理担当 （川越市旭町２丁目１３－６）

電　話　　０４９－２４３－２０２１
　　　　　　　　　　　　メール　　r432020h@pref.saitama.lg.jp
